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経済成長と持続可能な社会保障の好循環の重要性

１．社会保障の持続可能性の確保
①厳しい財政状況の中で本当に必要とする方にサービスを提供するため、給付の重点化を進めるべき。
②必要な社会保障給付を支える財源は、全ての世代が負担能力に応じて公平に負担すべき。

２．少子高齢化を新たな需要や雇用の創出につなげるための成長戦略の推進
①女性や高齢者、若者が生きがいをもって働ける社会を実現すべき。
②医療・介護・健康関連分野におけるライフ・イノベーションを促進すべき。
③高齢者の消費活性化により高齢化に対応した新産業を創出すべき。（シルバー・イノベーション）

○少子高齢化の中で活力ある経済社会を形成するためには、経済成長と社会保障の好循環を形成することが必要。
○現在の社会保障を維持すると、将来世代や現役世代の負担が過度に重くなり、経済活力を損なう恐れ。

○経済成長と持続可能な社会保障の好循環を形成するためには、社会保障の持続可能性の確保と、少子高齢化を
新たな成長の源泉とするための成長戦略を同時に推進することが必要。

国民が安心できる社会保障は活力ある経済
を基礎とし、また、活力ある経済は持続可能
な社会保障に支えられて成り立つ。

今後、我が国の現役世代は、他の先進国の２
倍近い高齢者を支えていく必要があり、現役世
代の負担能力には限界がある。
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現役世代１人が支える高齢者数の推移予測

経済成長

産業・雇用
創出

税・社会保険
料収入増

社会保障

投資・消費
活性化

将来不安
解消

我が国の社会保障は給付と負担が均衡してお
らず、赤字公債の発行により将来世代に負担
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社会保障給付と負担のあり方について
１．社会保障の給付のあり方

①本当に必要とする方にサービスを提供すること、②自助の支援を出発点とし、自助、共助、公助を適切に組み合わせること、③新たな民間
サービスの拡大や多様な事業主体の参入など民間活力を積極的に活用することを基本原則に、給付の重点化を進めるべき。

①新たな民間サービスの創出（医行為等の範囲明確化による新たな民間
サービスの創出、子育て分野等における株式会社参入促進）

②医療提供体制の重点化（看護士や薬剤師の役割の強化、医療経営人材の
育成、医療と介護の連携強化等）

③ＩＴ利活用の促進（診療データ共有化による重複検査や重複投薬の防止等）

医療・介護・子育て

①私的年金の活用促進（確定拠出年金におけるマッチング拠出解禁の早期実
現・拠出限度額の引き上げ、私的年金に対する公的補助・税制優遇）
②高齢者の実物資産の生活資金への活用（リバースモーゲージの活用促進）

年金

2

民
間
活
力

等

必
要
な
ニ
ー
ズ

へ
の
対
応

①公的医療保険の対象見直し（軽微な療養に関する保険免責制度の導入）
②医薬品の公的保険対象の見直し（先発医薬品・市販品類似薬）
③介護保険の給付対象者の見直し（軽度者の保険対象からの除外）
④高齢者の自己負担の拡大（負担能力の高い高齢者の自己負担の拡大）

自
助
の

支
援

①保険者機能の強化（保険者が特定健診等に取り組むインセンティブ強化）
②予防のインセンティブ付与（ボランティアを促進する「おたっしゃポイント」）

①マクロ経済スライドの確実な実施（人口動態に応じて給付額を変動させるマク
ロ経済スライドを物価下落時においても実施）
②公的年金、企業年金の運用強化（成長分野への投資拡大）

①高所得者に対する年金給付の見直し（高所得者への基礎年金の減額で得た
財源を所得の低い高齢者の基礎年金・最低保障年金に充当）
②将来的な年金支給開始年齢の引き上げ（高齢者の雇用環境の整備を進める
ことを条件に、年金支給開始年齢について段階的に引き上げを検討）

我が国企業の公的負担率の水準は、欧米と同程
度であるが、アジア諸国よりも大幅に高い。

先進諸国に比べて社会保険料負担が急速に
増大しており、企業や雇用に悪影響。
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マクロ経済への影響を最も小さく抑える
ことができるのは消費税。

企業の公的負担水準の国際比較 社会保険料負担の対ＧＤＰ比の推移

２．社会保障を支える負担のあり方
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Ⅰ はじめに 

 

我が国は、今後３０年間に人口構成の急激な変化を経験し、尐数

の現役世代が多数の高齢者を支える尐子高齢化社会に突入する。 

 

こうした中で活力ある経済社会を実現するためには、労働・消費

人口の減尐等に伴う潜在的成長力の低下や社会保障制度の持続可能

性の確保など、我が国が今後直面する諸課題を整理し、あらかじめ

必要な準備を進める必要がある。 

 

政府は、「社会保障改革の推進について」（平成２２年１２月１

４日閣議決定）において、尐子高齢化の中で国民の安心を実現する

ため、社会保障改革と必要財源の安定的確保及び財政健全化を達成

するための税制改革について検討を進め、２３年半ばまでに成案を

得ることとしている。 

 

成長と安心が両立する社会保障・税制の一体改革は、尐子高齢化

時代に活力ある経済社会を実現する上で最重要課題の一つであり、

その確実な実施が不可欠である。 

 

産業構造審議会 基本政策部会では、社会保障・税制の一体改革

の前提となる尐子高齢化時代における活力ある経済社会のあり方

と、その実現に向けた具体的な施策を検討し、今般取りまとめを行っ

た。 
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Ⅱ 少子高齢化時代における活力ある経済社会のあり方 

 

１．経済社会の現状 

 

（１）人口動態の変化 

 

我が国は今後、世界に例の見ないスピードで、人口動態の変化を

経験する。 

 

出生率は近年改善傾向にあるものの、出生数は低迷を続けており、

尐子化に歯止めがかからない中で、我が国の人口は、まもなくピー

クを迎え、減尐局面に突入しようとしている。 
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（出所）実績値：厚生労働省「人口動態統計」、将来予測：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」（死亡中位推計）  
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特に、経済活動の屋台骨である生産年齢人口の落ち込みが深刻で

あり、現在の約８０００万人が２０５０年には約５０００万人まで

大幅に減尐すると見込まれている。 
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年齢階層別人口及び年齢構成の推移

 
 

一方、２０５０年頃に高齢化率は約４４％に近づき、世界最高の

長寿社会となることが見込まれる。 
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こうした急速な尐子高齢化により、２０５０年にかけて人口ピラ

ミッドは逆三角形に近づき、より尐ない現役世代がより多くの高齢

者を支える本格的な尐子高齢化社会が到来する。 
 

（図表）人口ピラミッドの推移予測 

 
 

人口ピラミッドを国際比較すると、我が国の現役世代は、今後、

他の先進国の倍近い数の高齢者を支えることになる。 
 

（図表）現役世代１人が支える高齢者数の推移予測 
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（２）経済成長 

 

①少子高齢化による経済成長への影響 

 

急速な人口動態の変化は経済成長に様々な影響を与える。まず、

生産年齢人口の減尐による労働供給量の減尐や、貯蓄率低下による

投資の減尐等は、我が国の潜在的成長力を押し下げる。また、消費

性向の高い人口層の減尐や、将来不安による予備的貯蓄の増加は、

我が国の消費を継続的に押し下げる要因ともなる。 

 

これらの影響を踏まえ、マクロ経済の先行きを試算すると、２０

００年代の労働生産性上昇率を維持すると仮定しても、２０２０年

代の経済成長率は０．３％程度に落ち込み、２０３０年代以降はマ

イナス成長となる可能性がある。 

 

（図表）今後のマクロ経済の見通し（シミュレーション結果） 

1.2 
0.5 

-0.3 -0.6 -0.7 
-1.3 -1.3 

3.3 

1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

4.5

1.5

0.7

0.4 0.3 
-0.3 -0.3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 2030年代 2040年代

労働生産性上昇率

就業者数の増加率

経済成長率

年度平均変化率（％）

（注）性別・年齢別の労働力率は、2009年から横ばいと仮定して試算。労働生産性上昇率は1.0%で固定。

（出所）内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」、国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」（出
生中位・死亡中位）より試算。

 
※産業構造審議会第１回基本政策部会への小塩隆士委員の提出資料より 



8 

 

②東日本大震災の影響 

 

 本年３月１１日に発生した東日本大震災は、我が国経済や財政に

大きな影響を及ぼす可能性がある。 

 

 まず、内閣府「東北地方太平洋沖地震のマクロ経済的影響の分析」

（３月２３日）の試算によれば、今回の震災によるストック（社会

資本、住宅、民間企業設備等）への直接被害は１６兆円～２５兆円

とされており、今後数年間に復旧・復興のために相当程度の財政支

出が必要となると考えられる。 

 

 また、民間企業へのアンケートによると、ほとんど全ての企業が

震災により何らかの影響を受けたと回答している。 

 

（図表）企業アンケート結果（震災による被害・影響） 

 
 （出所）2011年 5月 経済産業省「東日本大震災後のサプライチェーンの復旧復興及び、

空洞化実態緊急アンケート」国内の製造大企業を中心に 216 社に送付、163 社より

回答を得た。 
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特に、「調達先」「調達先の調達先」というサプライチェーン上

の被害により原材料、部品・部材の調達が困難となった事例が多い。 

 

（図表）企業アンケート結果（原材料、部品・部材の調達が困難な理由） 

 
（出所）同上。 

 

（図表）サプライチェーンへの影響 
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今後、震災の影響により、69%の企業がサプライチェーンの海外移

転が加速する可能性を指摘している。 

 

（図表）企業アンケート結果（サプライチェーンの海外移転） 

 
    （出所）同上。 
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（３）財政 

 

 我が国の財政は、歳出が税収等を大きく上回る状態が恒常的に続

き、過去２０年間で国債残高は約４７０兆円増加した。 

 

特に、９０年代以降、高齢化の進展により社会保障費が増大する

一方、安定的な財源を確保するための税制改革が先送りされた結果、

社会保障関連だけでも約１５０兆円の国債残高の増加につながり、

財政悪化の大きな要因となっている。 

 

（図表）国の一般会計の歳出・歳入の比較（兆円） 

 
（出所）財務省資料 
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（図表）政府債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比） 
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リーマンショック

 
 

２０００年代の財政赤字を国際比較すると、我が国の財政赤字が

突出して大きい一方、高福祉で有名なスウェーデンは財政赤字が存

在しないなど、我が国の近年の財政赤字は深刻な水準にある。 
 

（図表）２０００年代の財政赤字の国際比較（対ＧＤＰ比） 
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（出所） OECD「National Accounts」 
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政府は、こうした厳しい財政状況を踏まえ、「財政運営戦略」（２

０１０年６月閣議決定）に基づき、財政健全化目標を以下のとおり

定め、財政健全化に取り組んでいる。 

 

○財政健全化目標：収支（フロー）目標 

①国・地方の基礎的財政収支（プライマリー・バランス）について、

遅くとも２０１５年度までにその赤字の対ＧＤＰ比を２０１０年

度の水準から半減し、遅くとも２０２０年度までに黒字化するこ

とを目標とする。 

②国の基礎的財政収支についても、遅くとも２０１５年度までにそ

の赤字の対ＧＤＰ比を２０１０年度の水準から半減し、遅くとも

２０２０年度までに黒字化することを目標とする。 

③２０２１年度以降も残高目標にかかる達成状況を踏まえつつ、財

政健全化努力を継続する。 

 

○財政健全化目標：残高（ストック）目標 

２０２１年度以降において公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低

下させる。 

▲ 3.2
▲ 2.5

▲ 6.5

▲ 5.6

▲ 4.2 ▲ 4.2

▲ 9.0

▲ 8.0

▲ 7.0
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▲ 1.0

0.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

成長戦略シナリオ

慎重シナリオ

（％）
国・地方の基礎的財政収支（対GDP比）

（出所）内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年1月21日）  
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２．社会保障の現状 

 

（１）社会保障給付・負担の見通し 

 

高齢化に伴い、今後、社会保障給付の増大が見込まれる。 

 

内閣官房「社会保障改革案」（平成２３年６月２日）の試算によ

れば、社会保障給付費は２０１１年度の１０８兆円（ＧＤＰ比２２．

３％）から２０２５年度の１５１兆円（ＧＤＰ比２４．９％）に増

加する。 
 

（図表）社会保障給付の推移と今後の見通し 
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（出所）国立社会保障・人口問題研究所「平成20年度 社会保障給付費」、内閣府「国民経済計算」

社会保障に係る費用の将来推計について（平成23年6月2日、社会保障改革に関する集中検討会議提出資料）

社会保障給付費の推移と見通し（実額・対GDP比）
（兆円） （％）
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こうした給付増大は負担増大につながる。上記の内閣官房試算に

よれば、２０１１年度に社会保障負担額は９９．６兆円（ＧＤＰ比

２０．６％）で、２０２５年度には１５０兆円（ＧＤＰ比２４．８

％）まで拡大し、ＧＤＰ比で見た国民負担は約４ポイント増加する。 

 

このうち、保険料負担は２０１１年度の５９．６兆円が２０２５

年度に８９．１兆円、公費負担は２０１１年度の４０兆円が２０２

５年度に６１．３兆円まで拡大する。 

 

（図表）社会保障負担の推移と見通し 
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（出所）国立社会保障・人口問題研究所「平成20年度 社会保障給付費」、内閣府「国民経済計算」

社会保障に係る費用の将来推計について（平成23年6月2日、社会保障改革に関する集中検討会議提出資料）

社会保障負担の推移と見通し（実額・対GDP比）
（兆円） （％）

 
 

政府による社会支出の対ＧＤＰを国際比較すると、現在我が国は

ＧＤＰに占める比率が約１９％と低い水準にあるが、将来的にはノ

ルウェーやイギリス、オランダの水準に近づくことが想定される。 
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（図表）：社会支出の国際比較（対 GDP比） 
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（出所） OECD Revenue Statistics、National Accounts（注）2007年値、一般政府ベース 

 

 また、財政赤字も含めた潜在的国民負担のＧＤＰに占める比率を

国際比較すると、現在我が国は約３０％と低い水準にあるが、将来

的には大陸欧州諸国の水準に近づくことが想定される。 

 

（図表）税・社会保障負担の国際比較 
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（出所） OECD Revenue Statistics、National Accounts（注）2007年値、一般政府ベース 
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（２）我が国の社会保障制度の特徴 

 

 先進諸国の社会保障制度と比較すると、我が国は給付と負担面で

それぞれ以下の特徴がある。 

 

①社会保障給付の偏り 

 

社会保障の給付を国際比較すると、我が国は高齢世代向けの給付

は高福祉の北欧や大陸欧州諸国と遜色のない水準にある一方、労働

や家族関係など現役世代向け支出は尐ない。 

 

具体的には、我が国とスウェーデン及び欧州諸国（ドイツ、フラ

ンス、イギリス、スウェーデン）の平均を比較すると、高齢関係で

は我が国はスウェーデンを含む欧州諸国より充実した給付を行って

いる。他方、スウェーデン等と比較すると、我が国は「障害・業務

災害・傷病」や子育てなど「家族」関係の支出が尐ない。 

 

（図表）社会支出構成比の国際比較（２００８年） 
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50 
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生活保護その他 住宅 積極的労働政策 失業 遺族 家族 障害・業務災害・傷病 保健 高齢

国民所得比（％）

（出所）国立社会保障・人口問題研究所『社会保障給付費』（2008年）。
 

（出所）産業構造審議会第１回基本政策部会への小塩隆士委員の提出資料より 
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（図表）社会支出の国民所得比：日本との違い（2008年） 
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（出所）国立社会保障・人口問題研究所『社会保障給付費』（2008年）。
 

（出所）産業構造審議会第１回基本政策部会への小塩隆士委員の提出資料より 

 

 

なお、１９８０年代までは貧困問題は高齢者の問題であったが、

公的年金制度の充実もあり、高齢者の貧困率は低下する一方、２０

・３０歳代の若年層や９歳以下の子どもの貧困率が上昇している。 
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（出所）産業構造審議会第２回基本政策部会への大竹委員の提出資料より 

 

また、先進諸国のジニ係数（所得分配の不公平さを図る指標）を

比較すると、我が国は所得再分配前と所得再分配後を比べてジニ係

数の変化量が小さく、社会保障制度等による所得再分配機能が弱い。 

 

（図表）先進諸国のジニ係数の比較 
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②社会保障負担の偏り：給付と負担の不均衡 

 

社会保障を支える負担のあり方を比較すると、我が国は将来世代

への負担の先送りにより給付と負担が均衡しておらず、将来世代や

現役世代に負担が偏っているという特徴がある。 

 

諸外国の社会保障では、「現在の世代が受ける社会保障は現在の

世代で負担する」ことが原則であり、赤字公債の発行によって将来

世代に負担を先送りする国は例外的である。 

 

他方、我が国は、社会保障給付の財源の多くを赤字公債、すなわ

ち将来世代の負担で賄っており、給付と負担が現在の世代内で均衡

していない。実際、最近２０年間に政府の社会支出の対ＧＤＰ比は

７ポイント以上上昇する一方、国民負担全体の対ＧＤＰ比は低下し

ており、赤字国債の発行でその穴埋めが行われてきた。 

 

（図表）我が国の政府社会支出と国民負担（対ＧＤＰ比）の推移 
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（出所）OECD Social Expenditure database、Revenue Statistics 
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こうした給付と負担の不均衡の結果、我が国では、将来世代、現

役世代、高齢世代の世代間格差が拡大している。世代別の生涯純受

益を比較すると、高齢世代向け給付の多くが将来世代の負担で賄わ

れており、しかも将来世代の負担は増加する一方にある。 

 

（図表）世代別の生涯純受益 
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（出所） 内閣府「平成 17年経済財政白書」、日本経済新聞 2010年 8月 6日朝刊 

（注）世代別一世帯当たり生涯純受益（＝受益－負担）を算出したもの。2003年時点の試算は内閣府に

よるもの。2008年時点試算は日本経済新聞より。 
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国際的に見ても、我が国の世代間格差は突出して大きい。 

 

（図表）：世代間格差の国際比較 
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（出所） Kotlikoff et al. (1999) Generational Accounting Around the World 

※各国別・年齢別の生涯純受益を算出した上で、1995年時点での 0歳世代の生涯負担に対する将来世代

の生涯負担の比率を計算したもの。 
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３．経済成長と社会保障の関係 

 

社会保障は、経済成長と相互に関連しあうものとして動的に捉え

ることが重要である。 

 

国民が安心できる社会保障は活力ある経済を基礎とし、また、活

力ある経済は持続可能な社会保障に支えられて成り立つ。 

 

尐子高齢化時代に活力ある経済社会を形成するためには、経済成

長と社会保障がお互いを支え合う好循環を形成する必要がある。 

 

 

（図表）経済成長と持続可能な社会保障の好循環イメージ 
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（１）経済成長の重要性 

 

経済成長によるパイの拡大があってはじめて、良質な雇用の創出、

国民生活の安定、ひいては税・社会保険料収入の増加を通じた財政

・社会保障の持続可能性を確保することができる。 

  

 社会保障負担の対ＧＤＰに関する内閣官房の試算をベースに、経

済が成長しない場合（０％成長）と経済が成長する場合（３％成長）

を比較すると、経済が成長しない場合は２０２５年度に２７．９％

まで負担が急拡大するのに対し、経済が成長する場合は２２．７％

に負担を抑え、経済活力への影響を軽微なものとすることができる。 

 

このように、経済成長があってはじめて、社会保障給付の増大を

安定的に支えていくことができる。 

 

（図表）経済成長率別の社会保障負担対ＧＤＰ比の推移 
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（出所）「社会保障にかかる費用の将来推計について」（平成 23 年 6月 2日、社会保障改革に関する集中検

討会議資料）に基づき経済産業省試算。 

（注）「社会保障にかかる費用の将来推計について」における社会保障負担をベースに、名目 GDPのケース別

の影響を試算。名目 GDPが変化した場合の負担の変化については、年金は「平成 21 年財政検証」における経

済前提が変化した場合の負担の変化度合いを利用した。医療と介護については社会保障国民会議の「医療・介

護シミュレーション」における、B3シナリオの経済前提別の負担の変化度合いを利用した。その他については、

「社会保障にかかる費用の将来推計について」の数値をそのまま用いた。 

 

（２）社会保障の重要性 

 

持続可能な社会保障は、国民や企業の将来不安の払拭を通じて、

消費や投資などの経済活動を下支えすることが期待される。 

 

我が国では、将来不安があるほど貯蓄額が増える傾向があり、ま

た老後の不安を強く感じている人はそうでない人と比べて多くの貯

蓄額が必要と考える傾向がある。 
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【出所】 総務省『家計調査』、内閣府『国民生活に関する世論調査』 

１．家計調査は二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く勤労者世帯）。 
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２．横軸は、「国民生活に関する世論調査」で「悩みや不安を感じている」人にその理由を聞いた

とき、「老後の生活設計について」と回答した人の割合（複数回答） 

３．「国民生活に関する世論調査」は隔年実施だった時期があるため、調査のなかった年はその前

年の結果と同じとした。 
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【出所】内閣府(2009)『平成 21年度年次経済財政報告』 

１．金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」(08)の特別集計により作成されている。

なお、必要貯蓄額（２．参照）が 1 億円を超えるものについては異常値として除外した上で、60

歳未満の回答者のみで推計。 

２．「老後の生活資金として、主に年金を支えている方の年金支給時に準備しておけばよい貯蓄残高

は、最低どれくらいだとお考えですか」との問い（必要貯蓄額）に併せて、以上の項目に対する回

答を求めている。なお、対象回答者の平均必要貯蓄額は 2033万円。 

 

社会保障制度の充実によりこうした将来不安を解消すれば、家計

の予備的貯蓄が減尐し、消費の下支えに寄与することが期待される。 
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さらに、社会保障の強化は、医療、介護、子育て等の分野におけ

る新たな産業の創出にもつながる。特に、社会保障分野の雇用誘発

効果は高く、今後の雇用の受け皿となることが期待される。 
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【出所】厚生労働省(2008)平成 20年版厚生労働白書 



28 

 

（３）社会保障の持続可能性の確保 

 

社会保障が（２）で述べた機能を発揮し、経済成長と社会保障の

好循環を形成するためには、社会保障制度が維持可能なものである

ことが大前提となる。 

 

しかしながら、現在の社会保障制度は、二つの点で持続可能性に

懸念がある。 

 

第一に、社会保障の給付と負担が均衡しておらず、赤字公債の発

行を通じて将来世代に大きな負担を先送りしているため、将来世代

の負担が過度に重くなって将来の成長の源泉となる投資等が減尐

し、長期的に経済成長を損なう恐れがある。 

 

国際的に見ても、世代間格差と経済成長には負の相関関係がある。 
 

（図表）：世代間格差と経済成長の関係 
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（出所）世代間不均衡は Kotlikoff et al. (1999) Generational Accounting Around the World、実質

経済成長率は IMF World Economic Outlook Databaseより。実質経済成長率は 1991－20 



29 

 

このため、「現在の世代が受ける社会保障は現在の世代で負担す

る」という原則に立ち返り、安定財源を確保することによって将来

世代への先送りを解消する必要がある。 

 

第二に、世界で例を見ないスピードで尐子高齢化が進み、現役世

代が他の先進国の２倍近い数の高齢者を支えなければならない人口

構成となる中で、多くの現役世代が尐ない高齢世代を支えることを

前提に設計された現在の社会保障制度を維持したままでは、現役世

代にとって過度な負担となって経済活力を損ない、社会保障制度そ

のものが維持できなくなる恐れがある。 

 

（図表・再掲）現役世代１人が支える高齢者数の推移予測 
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（出所）OECD Historical population data and projections  
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このように、社会保障の持続可能性を確保するためには、将来世

代への負担の先送りを解消すると同時に、現役世代の負担が経済活

力を損なわないようにすることが重要である。 

 

このため、社会保障サービスについて、質の確保を前提に効率化

を図りながら、本当に必要な方に提供されるよう給付の重点化を進

めるとともに、必要な給付の財源については、現役世代だけでなく

全ての世代が負担能力に応じて公平に負担することが重要である。 
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４．少子高齢化時代における活力ある経済社会のあり方 

 

尐子高齢化時代において活力ある経済社会を実現するためには、

上記３で述べたように、経済成長と持続可能な社会保障がお互いを

支える好循環を実現することが重要である。 

 

このためには、社会保障の持続可能性の確保に取り組むとともに、

尐子高齢化を新たな成長の源泉とするための成長戦略を推進する必

要がある。 

 

第一に、厳しい財政事情や現役世代の負担能力等を勘案すると、

社会保障給付を青天井で増やすことは難しく、給付の重点化により

社会保障の持続可能性を確保する必要がある。 

 

このため、 

①本当に必要とする方にサービスが提供されること、 

②自助の支援を出発点とし、自助、共助、公助を適切に組み合わ

せること、 

③新たな民間サービスの拡大や多様な事業主体の参入など民間活

力を積極的に活用すること 

を基本原則に、社会保障改革に取り組む必要がある。 

 

また、社会保障を支える負担のあり方についても、全ての世代が

負担能力に応じて公平に負担するとともに、経済への影響を勘案し

て検討していくことが重要である。 

 

第二に、尐子高齢化による潜在的成長力の低下を食い止めるため、

尐子高齢化を新たな需要や雇用の創出につなげるための成長戦略を

積極的に推進する必要がある。 
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具体的には、 

①国民全員が生きがいをもって働ける社会の実現、 

②医療・介護・健康関連分野におけるライフ・イノベーションの

促進、 

③高齢者の消費活性化等を通じた高齢化に対応した新しい産業の

育成（シルバー・イノベーション）、 

を推進すべきである。 
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Ⅲ 社会保障給付のあり方 

 

１．基本的な考え方 

 

 経済成長と持続可能な社会保障の好循環を実現するためには、 

①本当に必要とする方にサービスが提供されること、 

②自助の支援を出発点とし、自助、共助、公助を適切に組み合わ

せること、 

③新たな民間サービスの拡大や多様な事業主体の参入など民間活

力を積極的に活用すること 

を基本原則に、社会保障制度改革に取り組む必要がある。 

 

現在の社会保障制度は、給付と負担が均衡しておらず将来世代に

負担を先送りしているとともに、尐子高齢化により現役世代の負担

能力にも限界があり、その持続可能性に懸念がある。このため、本

当に必要とする方への社会保障サービスを充実するためにも、給付

の重点化が不可欠である。 

 

 以下では、分野ごとに、委員から指摘のあった具体的な改革アイ

デアを、①民間の創意工夫の活用、②真に必要なニーズに応えるた

めの公的保険分野の再検証、③公的保険を補完する自助努力の支援

の３つの視点に沿って整理した。 

 

なお、全分野に関連する施策として、社会保障・税に関する共通

番号制度を早期に導入することにより、利用者の利便性の向上や事

務の効率化、それによる人材の有効活用を進めるべきである。 
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２．医療・介護 

 

（１）民間の創意工夫の活用 

 

①公的保険範囲等の明確化を通じた新たな民間サービスの創出 

 

 高齢社会を迎える中で、主要疾病の中心は結核等の「感染症」か

ら脳卒中、心臓病等の「生活習慣病」に移行している。これに伴い、

予防・リハビリなどに対するニーズが多様化しており、特に医療機

関の外部（在宅・日常生活）でのケアが重要になっている。 

 

（図表）主要疾病の死亡総数に占める割合の推移 
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 他方、従来の保険診療や医療行為の考え方では、場合によっては

サービス提供が健康保険法や医師法上の扱いが不明確であることか

ら、多様なニーズに応えるサービス提供が困難になっている。特に、

「治療（キュア）」を前提とした制度設計のため、以下のようなサ

ービスの提供が難しい。 
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①健康を維持し病気にならないためのサービス（糖尿・うつ病の前

段階への介入・予防サービス等） 

②短期集中で治療を受けたい（インテンシブな糖尿病治療・リハビ

リ等）、より時間をかけたケアを受けたい、女性による女性向け

指導を受けたい等の多様なニーズに応えるためのサービス 

③ 退院後に在宅復帰をサポートするほか、在宅復帰後の運動や栄養

管理の継続をサポートし、再入院・重症化を防止するサービス 

④「看取り」に際して、病院ではなく在宅で最期の時間を過ごした

いというニーズに応えるためのサービス 

 

（図表）疾病構造の変化に伴う新しいサービスニーズ 

 

 

 このため、公的保険や医行為の範囲を明確化することで、公的保

険外でリハビリや予防など新たな民間サービスの創出を図るべきで

ある。 

 

また、介護サービスについては、介護保険適用サービス、適用外

サービスを一体的に考え、民間活力を最大限発揮出来るサービス提

供の在り方を検討すべきである。 
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②医療提供体制の重点化 

 

医療提供体制を国際比較すると、我が国は、人口当たりの病院ス

タッフ数はやや低い水準であるが、人口当たりの病院数・病床数は

極めて高い水準にあり、病院・病床当たりでの病院スタッフ数の不

足が目立つ。このため、医療現場で病院スタッフの負担が重くなり、

また、高齢化等に伴うサービスニーズの高まりに必ずしも十分に応

えられなくなっていると考えられる。 

 

（図表）病院スタッフ数の国際比較 

 
（図表）病院数・職員数の国際比較 

 
（出典）上表：OECD Health Data 2008、下表：OECD Health Data 2007、医療経済研究機構「アメリカ

医療関連データ集【2006年版】」、医療経済研究機構「フランス医療関連データ集【2007年版】」、医

療経済研究機構「ドイツ医療関連データ集【2007年版】」、厚生労働省大臣官房統計情報部「平成 18年

医療施設調査」「平成 18年病院報告」 
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また、諸外国と比べると急性期病床の割合も低い。 

 

（図表）急性期病床数と割合の国際比較 

 
（出典） OECD Health Data 2010に基づき作成 

 

このような病床過剰に伴う病床当たりのマンパワー不足が「低密

度医療」を引き起こし、介護需要や入院需要を増加させており、医

療資源を急性期に集中させて「高密度医療」を実現する必要がある。 

 

また、我が国では、ＭＲＩやＣＴスキャンなど高額医療機器の導

入状況は主要国中トップクラスの水準にあるが、これら機器の稼働

率は必ずしも高くない。 

 

こうした高額医療機器に対する過剰投資が病院経営を圧迫し、勤

務医の待遇改善を遅らせ、医師の偏在に拍車をかけている可能性が

ある。 
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（図表）主要国のＭＲＩ、ＣＴスキャン導入状況（人口百万人あたり導入台数） 
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こうした医療提供体制の問題点を解決するため、まず、看護師や

薬剤師、作業・理学療法士等の役割の強化を図り、マンパワー不足

を解消すべきである。特に、看護師の資格を有しながら看護師とし

て就労していない「潜在看護師」や、訪問介護員の資格を有しなが

ら訪問介護員として就労していない「潜在訪問介護員」の活用が重

要である。 

 

また、医療経営人材の育成により経営能力向上を図るとともに、

医療機関の再編・経営統合等を円滑化するための仕組みの見直し等

を行い、病院の機能分化や経営の効率化を推進すべきである。 

 

さらに、医療と介護の連携強化等により、医療から介護まで一貫

して提供する「地域包括ケアシステム」を実現すべきである。 
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③ＩＴ利活用の促進 

 

医療においては、例えば「お薬手帳」のＩＴ化や診療データの共

有化等により、重複検査や重複投薬等を防ぐことが重要である。 

 

また、国民の健康・医療情報を国民一人一人が管理・活用できる

ようにし、どの医療機関にかかっても安心して一定の治療が受けら

れるインフラを整備するとともに、データ分析を通じた「診療行為

の標準化」など根拠に基づいた医療を実現すべきである。 

 

介護サービスでは、ＩＴの活用によるバックオフィス部分（報酬

請求事務、労務管理等）の効率化を進めることが重要である。 

 

例えば、介護保険法における「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」では、月間延べ４５０時間（介護サー

ビス提供時間）又は１０名（ヘルパー数）増すごとに１名のサービ

ス提供責任者（事務職）を配置しなければならないことや、事業所

に６人以上サービス提供責任者（事務職）が勤務している場合は２

／３を常勤の者としなければならないことが定められているが、Ｉ

Ｔ活用による事務効率化を進めるため、こうした基準の見直しが必

要である。 

 

④民間事業者の参入促進 

 

介護分野では、資金調達方法や運営費の使途制限の見直し、ガバ

ナンスをめぐる制度整備など、サービスの供給主体（社会福祉法人

など）の改革を行い、民間事業者による参入を促進すべきである。 
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⑤医療関連産業の高度化と国際競争力強化 

 

我が国の医薬品・医療機器産業は、医薬品産業で約１．７兆円、

医療機器産業で約０．６兆円の輸入超過の状態にある（いずれも平

成２０年）。これにより、我が国が本来強みを有するはずの製造業

の分野で外貨を稼ぐことが出来ないばかりか、ドラッグ・ラグやデ

バイス・ラグの存在により、国内で最先端医療を受けることも困難

な状況にある。これら産業の高度化を推進することにより、国内の

医療水準を世界最先端なものとするとともに、今後の輸出産業とし

て育成することが重要である。 

厚生労働省：平成２０年薬事工業生産動態統計年報を参考にして作成

平成２０年　医薬品と医療機器の生産金額・輸出入金額

66,201億円

16,924億円

1,626億円

5,592億円

18,594億円

10,907億円

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

医薬品

医療機器

生産金額

輸出金額

輸入金額

医薬品の輸入超過額 16,968億円

医療機器の輸入超過額 5,315億円

 
 

例えば、「ダ・ビンチ手術」と呼ばれるロボット手術は、韓国に

比べ我が国における実施件数が尐ない理由として、保険外療養費制

度における先進医療の施設基準で「２年以上の経験を有すること」

等とされており、先端医療として認められていても２年間は保険外

療養が認められないため、関連治療も含めて患者の全額自己負担（１

３５万円～４２０万円）となることが指摘されている。 
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（図表）保険外療養費制度における先端医療及び施設基準の例 

八十八 根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援 

イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状 

前立腺がん 

ロ 施設基準 

(1) 主として実施する医師に係る基準 

 ① 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について５年以上の経験を有すること。 

 ② 泌尿器科専門医であること。 

 ③ 当該療養について２年以上の経験を有すること。 

 ④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として５例以上の症例を実施し

ていること。 

(2) 保険医療機関に係る基準 

 ① 泌尿器科を標榜していること。 

 ② 実施診療科において、常勤の医師が２名以上配置されていること。 

 ③ 麻酔科標榜医が配置されていること。 

 ④ 臨床工学技士が配置されていること。 

 ⑤ 病床を２０床以上有していること。 

 ⑥ 当直体制が整備されていること。 

 ⑦ 緊急手術体制が整備されていること。 

 ⑧ ２４時間院内検査を実施する体制が整備されていること。 

 ⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。 

 ⑩ 医療安全管理委員会が設置されていること。 

 ⑪ 当該療養について５例以上の症例を実施していること。 

（出典）第２回産構審基本政策部会への亀田委員提出資料より。 

 

このため、保険外併用療養費制度における先進医療及び施設基準

の緩和や、医薬品・医療機器の承認審査の迅速化等を図ることによ

り、ドラッグ・ラグやデバイス・ラグを解消し、医薬品・医療機器

産業の高度化及び輸出産業化を推進すべきである。 

 

また、医薬品・医療機器産業を輸出産業化し、活性化を図ってい

くためには、我が国の優れた医療サービスと連携した、戦略的な海

外展開を推進し、日本の医療圏そのものを拡大していく試みが重要

と考えられる。 
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さらに、介護ロボットの開発や高齢者にやさしい機器の開発を支

援することや、機器の安全性を評価する基準の早期策定や国際標準

化に取り組むべきである。 

 

こうした取り組みを通じ、医療関連産業が高度化し、国内の医療

水準を世界最先端なものとしていくことが可能となる。 

 



44 

 

（２）真に必要なニーズへの対応 

 

①公的医療保険の対象の見直し 

 

医療では、公的保険の本来の機能は、予測できない疾病等により

高額の医療費が発生し生活が立ち行かなくなるリスクを社会全体で

プールするものであることに鑑み、公的保険はビッグリスクに重点

化する一方、軽微な療養などスモールリスクについては保険免責制

の導入を検討すべきである。 

 

その際、自己負担分については、自らの積立資金により医療サー

ビスを受ける仕組み（積立方式の社会保障貯蓄口座制度）の導入を

検討すべきとの意見があった。 

 

（図表）シンガポールの医療制度の概要 

 制度の概要 

メディセーブ 

（１９８４年） 

・被用者および自営業者の賃金の一部(年齢に応じて 6.5

～9％)を積み立てる制度(積立義務) 

・積立は労使折半 

・本人および扶養家族にかかる一定の入院費、日帰り手術、

一部外来診療の支払いに利用 

・中央積立基金(CPF)が運用(2001年の利率は 2.5％、2008

年の実際利回りは 4.0％で非課税) 

・口座を本人または配偶者、子、両親および祖父母の医療

費の支払いにあてることが可能 

・Medisave口座残高は遺贈・相続の対象となる 

・相続税は適用されない 

メディシールド 

（１９９０年） 

・CPFが提供する高額の急性期医療に対する保険制度(任意

加入) 

・掛け金は Medisave口座から自動引き落し 

・免責あり．免責額を超過した場合，その 80％を上限とし
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て給付を受けることができる 

・掛け金・給付の異なる３つのプログラムがある 

メディファンド 

（１９９５年） 

・低所得者のためのセーフティーネットとして，政府予算

の剰余金で創設した基金 

・基金の運用益が給付に充てられる 

（出典）第２回産構審基本政策部会への川渕委員提出資料より。 

 

また、新技術の保険導入にあたっては、費用対効果の高い医療技

術を優先的に保険適用するとともに、医療産業への経済効果も含め

て戦略的に意志決定すべきとの意見があった。 

 

②医薬品の公的保険対象の見直し 

 

国民医療費のうち薬剤費は約２割の７．４兆円であり、市場シェ

アから類推すれば、後発医薬品が出ている先発医薬品には約２．７

兆円の医療費が支払われていると推定される。 

 

（図表）先発医薬品と後発医薬品の構成比 

  品目数 数量シェア 金額シェア 

先発医薬品 
後発医薬品なし 1973 18.9% 47.8% 
後発医薬品あり 1525 36.3% 35.9% 

後発医薬品 7347 20.2% 7.6% 
その他の品目（局方品、生薬等） 4178 24.6% 8.7% 
（出典）厚生労働省、第 65 回中央社会保険医療協議会薬価専門部会（平成 22 年 12 月

15日）の配付資料より一部抜粋（品目数は平成 22年 11月時点、数量シェア及び

金額シェアは平成 21年 9月調査時の数量、薬価による） 

 

一般に後発医薬品の価格は先発医薬品の半分ほどであり、後発医

薬品が出ている先発医薬品の薬価の見直し等を通じて後発医薬品へ

の切り替えを進めることで、医療費の適正化に大きく貢献すると考
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えられる。 

 

諸外国では、フランスでは、先発品を選んだ場合、その差額を患

者負担化している。また、ドイツでは、外来薬剤費の１割を患者が

負担することになっているが、これに加え、薬剤費が一定価格（先

発品と後発品の価格の間で設定される参照価格）を超過する分につ

いても患者が負担している。イギリスでは、一般名処方（医師が処

方箋を発行する際、商品名を指定せず一般名で薬を処方し、成分が

同じ複数の薬の中から薬剤師が調剤できる）が広く普及している。 

 

諸外国と比べると、日本の後発医薬品の普及率は非常に低いこと

から、後発医薬品及び後発医薬品のある先発医薬品の薬価や自己負

担のあり方の見直しを進めるべきである。 

 

（図表）後発医薬品の普及率の国際比較 

 
 （出典）日本ジェネリック製薬協会ＨＰを参考に作成（2009年・数量ベース） 

 

また、かぜや軽い怪我などの軽度な体調不良は自分で手当てすべ

きとの考え方から医療用医薬品の市販化が進められているが、医療

用医薬品として購入すれば保険適用となることから、市販品類似薬

（うがい薬、湿布薬等）は公的保険の対象から除外すべきである。 
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なお、この点については、同一成分であれば判定は容易だが、何

をもって類似と判断するのか線引きが難しいとの指摘や、市販品類

似薬を公的保険の対象から外すと、医薬品メーカーが市販品類似薬

の販売を控えることとなり、結果としてＯＴＣ医薬品市場の活性化

を阻害する要因になるとの指摘があった。 

 

また、ＯＴＣ医薬品の活用などのセルフメディケーションは患者

にとって日常の健康管理の習慣付けになるとともに、不要な通院を

避けることにより医療費の増加を防ぐ効果もあることから、これを

積極的に推進すべきである。 
 

（図表）セルフメディケーションの効果 

タイプ* 
対処方法

の評価 
件数 

直接 

医療費 

直接 

非医療費 
間接費用 合計 

DR型 
適 34 \9,819 \2,836 \20,840 \33,495 

不適 1 \20,500 \2,557 \43,836 \66,893 

OTC→DR型 
適 10 \8,667 \2,707 \24,247 \35,621 

不適 0 - - - - 

OTC型 
適 43 \934 - \22,722 \23,656 

不適 4 \2,717 - \32,877 \35,594 

注）*：風邪症状発症後の行動に基づき，アンケート回答者を 3 タイプに分類 

直ちに医療機関を受診した人：DR型 

最初は OTCを飲んで対処し，後に医療機関を受診した人：OTC→DR型 

最初から完治するまで OTCを飲んで対処し続けた人：OTC型 

（出典）第２回産構審基本政策部会への川渕委員提出資料より。 
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③介護保険の給付対象者の見直し 

 

介護分野では、公的保険の本来の機能は、介護に高額の費用が発

生し生活が立ち行かなくなるリスクを社会全体でプールするもので

あり、重度の要介護状態となって本人やその家族に大きな影響が及

ぶ場合を重点的に支援の対象とすべきである。 

 

このため、主に利用サービスが炊事や清掃などの生活援助に割か

れている傾向がある軽度の要介護者（要支援者及び軽度の要介護者）

は保険給付の対象外とするとともに、特養への入所は、より必要性

の高い重度の要介護者に重点化するなど、重度の要介護者に十分な

介護サービスを重点的に提供すべきである。 

 

なお、この点については、重度化予防のためにも予防段階から対

応した方が結果として全体の介護費用を抑制できるという指摘や、

施設入所の重点化をはかるためには、在宅ケアを充実させる必要が

あるとの指摘があった。 

 

また、ドイツや韓国では、我が国の要介護３以上が給付対象となっ

ている。 
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（図表）訪問介護サービスの利用時間の構成比 

 
 

（図表）要介護度別支給限度額の諸外国との比較 
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④高齢者の自己負担の拡大 

 

 国民医療費の年代別比較を見ると、高齢者の医療費の水準は若年

世代に比べて高い。このため、高齢化の進展により、今後も医療費

が増大していくことが見込まれる。 

 

（図表）国民医療費の年代別比較（１人あたり） 

 
 

 他方、高齢者全員が経済的弱者というわけではなく、例えば夫婦

高齢者世帯の６４％は９００万円以上の貯蓄を有しているなど、高

齢者の中には豊富な資産や所得を有する者も存在する。 

 

このため、現役世代との公平な負担の観点から、負担能力の高い

高齢者は医療や介護における自己負担割合を拡大すべきである。 
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（３）自助努力の支援 

 

①保険者機能の強化 

 

企業の健康保険組合は、これまで早期発見・早期治療を目的とし

た保健事業（二次予防）に取り組むこと等により、加入者１人あた

りの年間医療費を低い水準に抑えてきた。 

 

今後も、病気にさせない一次予防や重症化を防ぐ三次予防を含め

た総合的な予防事業の確立が必要であり、企業の健康保険組合によ

るこうした取り組みを支援することが重要である。 

 

（図表）加入者１人あたり年間医療費の比較 

 
（出所）第１回産業構造審議会基本政策部会における川村委員（萩原委員代理）提出資料より。 
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このため、特定健診や保健指導（メタボ健診）など、保険者によ

る将来における医療費支出増大の抑制に向けた取り組みについて、

経済的インセンティブを与える現行の仕組みを強化することが考え

られる。 

 

また、企業の健康保険組合は、その支出の約４割が前期高齢者や

後期高齢者医療制度に対する納付金や支援金となっており、独自の

保健事業費は全体の６％程度にとどまっている。 

 

保険者機能の発揮のためには、高齢者医療に対する公費投入の割

合を拡大し、保険者が健診等の保健事業に取り組むための財政的範

囲を拡大すべきである。 
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保険給付費（医療費）

３兆５９４７億円（５３％）
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２兆６３９０億円（３９％）
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１３８６億円（２％）

保健事業費（検診補助、保養所他）

３７６５億円（６％）
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２２４８億円（２％）

健康保険組合の財政状況（２０１０年度）

（出所）健康保険組合連合会「平成２３年度健保組合予算早期集計結果の概要」

収支差引額

▲６６２１億円
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 なお、若年層での健康管理や生活習慣が高齢者の医療費に影響を

及ぼすのであれば、同一の保険者に出来るだけ長い期間所属してい

ることが保険者機能の発揮のために必要であり、高齢者医療制度の

ように年齢で保険者を区分するのではなく、生涯にわたる保険制度

とすることが望ましいとの意見があった。 

 

 また、地方自治体等が運営する医療保険や介護保険の管理業務を

民間企業等に委託するなど、保険者の分野にパブリック・プライベ

ート・パートナーシップ（ＰＰＰ）を導入することにより、保険者

機能の効率化や質の向上を促進すべきである。 
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②予防のインセンティブ付与 

 

予防医療については、健康診断や事後指導など従来型の対策だけ

では不十分であり、個人に一定の経済インセンティブを付与するこ

とが考えられる。 

 

また、高齢者が健康を維持・増進するために地域のボランティア

活動等に従事することを支援・促進する「おたっしゃポイント」の

導入など、予防に努力した人にポイントを与えて、健康・医療・介

護サービス等に還元できる仕組みを導入すべきである。 

 

（図表）ボランティアで介護保険料を軽減する自治体の例 

 
（出典）第２回産構審基本政策部会への川渕委員提出資料より。 
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（図表）稲城市のおたっしゃポイント 
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３．年金 

 

 公的年金制度については、平成１６年に制度改正が行われ、今後

の尐子高齢化の中で、将来的に標準的な年金の給付水準を現役サラ

リーマン世帯の平均的所得の５０％を上回るものとするとともに、

厚生年金の保険料負担を１８．３％で固定することや、マクロ経済

スライドを導入すること等が決定された。 

 

（図表）平成１６年の年金制度改正の概要 

 
 

 他方、平成１６年の制度改正時には、マクロ経済の見通しとして、

物価上昇率を平成１８年以降１．０％以上、賃金上昇率を平成１８

年以降２．０％以上と見込んでいたが、現実にはいずれも０％近辺

で推移しており、制度改正時の見通しから経済情勢が大きく変化し

ている。マクロ経済スライドも一度も実施されておらず、公的年金

制度の持続可能性については依然として懸念が払拭できていない。 
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（図表）平成１６年制度改正時の経済前提と実績：物価上昇率 
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（図表）平成１６年制度改正時の経済前提と実績：名目賃金上昇率 
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 こうした状況を踏まえ、尐子高齢化の中で賦課方式の年金制度の

持続可能性に懸念があることから、抜本的な改革が必要との指摘が

あった。 

 

まず、基礎年金を老後の必要最低限の生活保障とし、その財源を

全額年金目的消費税とするべきとの意見があった。ただし、この点

については、年金の財源確保に相当幅の消費税増税が必要となるた

め、政治的に実現が困難との指摘があった。 

 

また、公的年金の報酬比例部分を廃止し、個人勘定の積立方式を

導入すべきとの意見があった。 

 

こうした意見を踏まえ、具体的な負担のあり方や移行期の制度設

計等に留意しつつ、持続可能性を確保するための年金制度のあり方

について検討する必要がある。 

 

 なお、以下では、現行制度を前提に、持続可能性等を確保するた

めに必要な改革案を記載する。 
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（１）真に必要なニーズへの対応 

 

①高所得者に対する年金給付の見直し 

 

 賦課方式の年金制度では、現役世代から高齢世代に所得が再配分

されるが、現役世代の貧困率が高まる一方、高齢世代の中には豊富

な所得や資産を有する層も存在していることから、世代内の所得再

配分機能を強化することが重要である。 

 

実際に、１世帯当たり・世帯人員当たり平均所得金額を見ると、

６５歳以上の高齢世帯は、２９歳以下の若年世帯を上回っている。 

 

（図表）平均所得金額（世帯主年齢別） 

 
（出典）厚生労働省「平成２１年度国民生活基礎調査」 
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現在の基礎年金は、全ての年金受給者に基本的に同額を給付して

いる（ただし、納付期間に応じて減額）が、基礎年金の１／２は国

庫負担となっていることに鑑み、高い所得を有する者への給付は減

額し、その財源を所得の低い高齢者の基礎年金・最低保障年金に充

当すべきである。 

 

なお、諸外国の例を見ると、カナダのクローバック（claw back）

制度では年間所得に応じて、オーストラリアのミーンズテスト

（means test）では年間所得と保有資産に応じて、基礎年金の給付

を減額し、更に一定程度以上には給付をしないこととしている。 

 

（図表）諸外国における基礎年金部分の減額例 

 

○カナダのクローバック制度  

・基礎年金部分（全額税方式）について、総所得額（基礎年金給付含まず）が

一定額（年間 551万円･2008年）を超える場合は、総所得額のうち当該一定

額を超える部分の 15％に相当する額を、税として翌年の所得申告の際に国に

払い戻す。総所得が 894万円以上の場合は、基礎年金全額の支給を停止。（1

カナダドル 85円で計算） 

・支給対象者の 5％が減額対象、うち 3％が部分支給、2％が支給無し（2006

年）。 
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○オーストラリアのミーンズテスト（資力調査）による減額  

・基礎年金部分（全額税方式）について、収入テスト、資産テストのうち、 

減額幅の大きい方法で減額。  

・支給対象者の 52％が減額対象、うち 30％が部分支給、22％が支給無し。  

   

 ●収入テスト  

実働収入や保有資産から得られるみなし所得の合計（基礎年金給付含ま

ず）が満額支給基準を１豪ドル上回るごとに、50セント（夫婦の場合各 20

セント）が満額年金額より差し引き  

 

 ●資産テスト  

  自宅用の家・土地を除いた資産総額が満額支給基準を 1,000豪ドル上回る

ごとに、単身の場合 1.5豪ドル（夫婦は各 0.75豪ドル）が満額年金額より

差し引き  

 

 

 
 



63 

 

また、公的年金等控除は、控除額が青天井であり、所得控除形式

であるため、高額所得者ほど恩恵が厚くなっている。さらに、給与

所得がある場合には、給与所得控除も併せて適用され、現役世代に

比べ控除枠が大きくなっている。 

 

ある程度の所得がある高齢者には現役世代と同様に能力に応じた

負担を求めるべく、公的年金等控除を縮減すべきである。 

 

（図表）公的年金等控除の見直しの方向性 
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②将来的な年金支給開始年齢の引き上げ 

 

我が国の厚生年金の支給開始年齢は、２００２年から２０３０年

までに６０歳から６５歳まで引き上げていくことになっている（な

お、国民年金の支給開始年齢は、制度開始当初より６５歳）。 

 

 
 

諸外国の例を見ると、世界的な尐子高齢化の中で、各国は年金支

給開始年齢の引き上げに取り組んでいる。 

 

具体的には、２００５年にドイツが６５歳から６７歳へ、２００

９年にオーストラリアが６５歳から６７歳へ引き上げを決定すると

ともに、２０１０年にはイギリス政府が６８歳から７０歳への引き

上げを提案している。 
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（図表）各国の支給開始年齢と平均寿命 

 
 

我が国では、生活水準や医療技術等の向上により、平均寿命及び

平均余命が大幅に延びている。 

 

このため、支給開始年齢の引上げ開始時点の６０歳における平均

余命と、引上げ完了時点の６５歳の平均余命の差は１、２歳程度と

なっており、年金支給期間の短縮効果は小さくなっている。他方、

支給開始年齢を６７歳まで引上げた場合には、２０５５年において

も、２０００年と同水準の年金支給期間を維持できる。 
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（図表）平均寿命の推移 

 
（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 18年１2月推計）中位推計」 

 

（図表）６５歳の平均余命の推移 
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（図表）年金支給開始時点における平均余命の見込み 

 
 

平均寿命の延びや諸外国における取組を鑑みれば、世界最長寿国

の日本においても、企業労使や社会全体で高齢者の雇用環境の整備

を進めることを条件に、年金支給開始年齢の段階的引き上げや、６

５歳までの支給開始年齢の引き上げスケジュールの前倒しについて

検討する必要がある。 

 

なお、厚生年金の報酬比例部分については、３年に１歳ずつ引き

上げ、１２年間で６５歳へ引き上げていく計画になっているが、仮

に、２年に１歳ずつ引き上げた場合には、同じ期間で６７歳まで引

き上げることが出来る。 

 

ただし、年金支給開始年齢と高齢者の雇用保障（定年制）との連

動については、いつまで働くかは本人の選択にゆだねるべきであり、

政府が年金支給開始年齢の設定で介入すべきではないこと、生産性

の低い高齢者の雇用を無理に企業に強制すると、若い世代の雇用機

会を奪ってしまうことから、好ましくないとの意見があった。 



68 

 

（２）年金財政の持続可能性の確保 

 

①マクロ経済スライドの確実な実施 

 

年金の給付水準は、現役世代の賃金（物価）の伸び率に応じて増

減する。さらに、平成１６年の制度改正時にマクロ経済スライド調

整が導入され、公的年金全体の被保険者数の減尐（約０.６％）と受

給者層の平均的な年金受給期間（平均余命）の伸びを勘案した一定

率（約０.３％）を足し合わせた約０．９％だけ、給付水準の伸び率

が抑えられることになった。 

 

ただし、賃金（物価）の伸び率が小さい場合、マクロ経済スライ

ドによる給付抑制は限定されることとなっており、制度を導入して

以来、実際には、マクロ経済スライド調整が発動したことはない。 

 

年金の持続可能性を確保するため、人口動態に応じて給付額を変

動させるマクロ経済スライドを物価下落時においても実施すべきで

ある。 

 

また、若年者の雇用状況を年金給付の水準により反映させるため、

若年者の被保険者数の変動や失業率に合わせて年金給付をスライド

させることを検討すべきとの意見があった。 
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（図表）マクロ経済スライドの仕組み 
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②公的年金、企業年金の運用強化 

 

年金の持続可能性を高めるためには、既存の年金資産の運用機能

の強化により、財政運営の効率化を図ることも重要である。 

 

例えば、年金積立金管理運用独立法人（ＧＰＩＦ）の積立金は約

１２０兆円あるものの、国内債券中心の運用となっており、諸外国

の公的年金の運用利回りよりは低い運用実績となっている。 

 

このため、財政運営の効率化の観点から、運用の安全性に十分に

配慮しつつ、運用収入の拡大が見込める成長分野への投資を拡大す

ることが必要である。 

 

また、具体的な取組として、運用範囲を国内新興市場の株式等に

拡大し、中堅企業やベンチャー起業育成を支援すべき、また、適当

なゲートキーパーがいれば未公開株式への投資も検討すべきとの意

見もあった。 

 

他方、公的年金の積立金については、年金給付を確実に行うため、

安全かつ効率的な運用が求められており、分散投資効果を高める一

方で、実務上、流動性の確保、資産評価の困難性、リスク管理が難

しいアセットクラスへの投資については、慎重であるべきとの意見

もあった。 
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（図表）GPIFの運用資産額及び資産構成割合 

第 3四半期（平成 22年 12月末） 

  運用資産額（億円） 運用資産の構成割合 

国内債券 796,668  68.52% 

国内株式 137,127  11.79% 

外国債券 90,250  7.76% 

外国株式 120,984  10.41% 

短期資産 17,690  1.52% 

合計 1,162,720  100.00% 
（出典）年金積立金管理運用独立行政法人 ｢平成２２年度第３四半期運用状況｣ 

 

（図表）公的年金の運用実績比較（2005年度－2009年度平均） 

カナダ ノルウェー スウェーデン 日本 

4.0% 3.4% 5.0% 1.6% 

（出典）厚生労働省 ｢平成２１年度 年金積立金運用報告書｣ 

 

 

③世代会計の導入 

 

持続可能性を高める観点から世代間での扶養の状況をあきらかに

することが重要である。 

 

このため、米国のように、①受給年齢に達している現在加入者、

②受給年齢に達していない現在加入者、③将来加入者ごとに、保険

料と給付額の見込みを提示し、世代間扶養の状況を明らかにする公

的年金会計を導入すべきとの意見があった。 
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（３）自助努力の支援 

 

①私的年金の活用促進 

 

私的年金は、公的年金の上乗せというよりも、引退から公的年金

受給までの橋渡し役として位置づけ、その活用を支援していくこと

が重要である。 

 

他方、我が国では、米国や英国等に比べると私的年金の規模が小

さく、拡大の余地が大きい。 

 

（図表）私的年金の対ＧＤＰ比（２００７年） 
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（私的年金資産額対GDP比：％）  
（出所）OECD Global Pension Statistics and OECD estimates 

 

諸外国では、米国のＩＲＡ制度など、国民の自助努力を可能とす

る個人別勘定による私的年金制度を設定している。また、欧州では、

公的年金給付の縮減に伴い、私的年金制度の充実を図る動きが顕著

である。 

 



73 

 

こうした諸外国の例を参考に、我が国においても、公的年金給付

の縮小を補完するため、一定年齢以上（60 歳前後）の引出しを条件

とする資産形成に対する公的補助（ドイツ・リースター制度）又は

税制優遇（米国・ＩＲＡ制度）を導入すべきである。 

 

また、確定拠出年金（日本版４０１K）におけるマッチング拠出解

禁の早期実現及び拠出限度額の引き上げにより、更なる制度充実を

図るべきである。 

 

（図表）諸外国における私的年金の優遇制度 
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（図表）確定拠出年金（日本版４０１K）におけるマッチング拠出解禁 

 

○企業型確定拠出年金は、掛金の拠出が事業主に限られ、従業員の

追加拠出は不可。  

 

○米国４０１Ｋでは、個人拠出が容認されており、制度の魅力が大

きい。  

 

 

 

企業型の確定拠出年金における事業主の掛金拠出に加え、事業主

の掛金を超えない範囲で、加入者の掛金拠出を認める。 
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②高齢者の実物資産の生活資金への活用 

 

自助努力の支援として、高齢者の実物資産を生活資金に活用する

ことを促進することが考えられる。 

 

１世帯当たり家計資産額を見ると、高齢世代の宅地資産・住宅資

産は現役世代を上回る。また、高齢者の資産については、４割が自

分の老後のために活用したいという意見を持っている。 

 

このため、自宅を担保として一定金額を毎年借り入れ、死亡時に

自宅を売却し負債を返済するリバース・モーゲージ制度の利用を促

進すべきである。 

 

他方、リバース・モーゲージについては、不動産価格の変動への

対応や建物の価値の評価といった実務上の問題もあり、住宅政策と

一体的に検討すべきとの指摘もあった。 

 

（図表）１世帯当たり家計資産額 
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（図表）高齢者の保有資産に対する考え方 
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４．子育て 

 

（１）多様な事業主体による新規参入の促進 

 

待機児童の解消及び多様なサービスの提供を促進するため、社会

福祉法人と株式会社等のイコールフッティング、サービスの質、事

業の継続性などをそれぞれ確保し、保育分野における株式会社等の

多様な事業主体の新規参入を促進すべきである。 

 

具体的には、2000 年に株式会社の認可保育所運営は解禁されたに

もかかわらず、自治体ごとに、明文化はされていなくとも、株式会

社による保育所運営を認可しない場合も多く、この「見えない壁」

を取り払うことが必要である。 

 

また、認可された場合においても、施設整備費補助金や税優遇に

おいて、民間企業と社会福祉法人とで異なる取扱いをイコールフッ

ティングとすべきである。 

 

さらに、運営費補助金の使途範囲の弾力化や、保育所毎に貸借対

照表、借入金明細表等の作成が必要であるなど、株式会社等が再投

資を通じて供給を増やすことの妨げとなっている規制を見直すべき

である。 

 

（２）保育バウチャーの導入 

 

保育分野の公的投資は、現在は認可保育所に集中しているが、認

可保育所は、夜間保育や土日保育といった家庭のニーズに必ずしも

十分に対応出来ていない。このため、多様なニーズを満たすさまざ

まなサービスを、利用者の判断で利用できるよう、特定の施設では
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なく、利用者に対して補助を行う制度（保育バウチャー）の導入を

検討すべきである。 

 

（３）保育人材の多様化 

 

現在、認可保育所の人員は 100％、保育士資格を義務づけているが、

それ以外に、幼稚園教諭、看護師、臨床心理士、院卒者などの専門

資格を持った人材が、保育スタッフや施設長として働けるようにす

べきである。 

 

また、早朝、夜間保育等のニーズの増大に対応するため、一定程

度の OJT と通信講座（e-learning など）の組み合わせにより簡易な

資格を取れる仕組みを作り、無資格だがやる気のある若者や、子育

て経験のある女性など、多様な人材の確保を促進し、保育士のワー

クシェアリングを可能にするよう認可保育所等の人員基準を見直す

べきである。 
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Ⅴ 社会保障を支える負担のあり方 

 

１．社会保障と税の一体改革の必要性 

 

 Ⅱで述べたように、我が国は巨額の財政赤字を抱え、大変厳しい

財政状況にあり、国として財政再建が緊急の課題であることは確か

である。 

 

 その中で、大きな財源不足が指摘されているのがいわゆる高齢者

３経費である。予算総則上、国の消費税収入を高齢者３経費に充て

ることとされているが、両者の差は年々拡大し、足元で 10兆円程度

にまで拡大している。 

 

（図表）高齢者 3経費と国の消費税収との差額の推移 
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 現行の消費税制度を続けた場合、高齢者３経費を含めて、国と地

方を合計した社会保障給付費と消費税収の差額は、今後更に拡大し

ていくと見込まれており、社会保障・税制の一体改革によって安定

財源を確保することが重要である。 

 

（図表）国と地方合算での社会保障経費と消費税収の差額見込み 

 

 
 

 

他方、増税はそもそも短期的には一定のデフレ効果を持つことが

指摘されている上、増税だけで財政再建を果たすことは不可能であ

る。すなわち、我が国経済が一定の成長をしていかなければ、財政

再建は達成されない。このため、経済成長と整合的な社会保障を支

える負担のあり方を確立する必要がある。 
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２．現役世代や事業者負担のあり方、国際比較 

 

（１）現役世代の負担 

 

Ⅱで述べたように、我が国は社会保障の給付と負担が均衡してお

らず、将来世代に負担を先送りしている結果、大きな世代間格差が

生じている。 

 

また、尐子高齢化により社会保障給付の増大が想定される中で、

多数の現役世代が尐数の高齢者を支えることを前提とした現行の社

会保障制度を維持したままでは、現役世代や将来世代の負担が更に

増加し、将来に向けた投資等の減尐を通じて経済活力を損なうとと

もに、社会保障制度そのものが維持できなくなる恐れがある。 

 

このため、現役世代や将来世代に過度な負担を求めるべきではな

く、高齢世代を含めた全ての世代が負担能力に応じて公平に社会保

障制度を支えていく必要がある。 
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（２）事業者負担 

 

特に、事業者負担については、社会保険料負担と法人所得課税負

担を合わせた公的負担率は、欧米と比較して必ずしも著しく高い水

準にはないが、アジア諸国と比較すると大幅に高い水準にある。 

 

このことは、我が国の企業は、アジア企業との競争において公的

負担が重いという面で劣勢に立たされているとともに、企業が立地

選択を行っていく上で、日本が不利な状況にあることを意味する。 

 

 

（図表）企業の公的負担水準の国際比較 
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このうち、社会保険料負担は企業から見ると、人件費の一部とし

て認識される場合が多く、これを労働コストとみなし、一人当たり

労働コストの国際比較を行うと、日本のコストは、韓国の２倍程度

と非常に高い水準にある。ただし、これについては一定程度、為替

レートの影響があることには留意する必要がある。 
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また、社会保険料負担の対ＧＤＰ比の推移を国際比較すると、１

９９０年以降、フランスやスウェーデンは低下し、ドイツやイギリ

スは１ポイント以下の上昇に留まっているのに対し、我が国は２０

年間で３ポイント以上増加した。 

 

内閣官房の試算では、２０２５年までにさらに４ポイント上昇す

るとされており、このままでは我が国の労使の負担を合わせた社会

保険料総額は国際的に見ても非常に重い水準となる恐れがある。 

 

（図表）社会保険料対 GDP比の推移 
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（出所）OECD Revenue Statistics、内閣官房「社会保障に係る費用の将来推計について」（社会保障改

革に関する集中検討会議（第十回）提出資料） 

（注）２００８年までの実績値は OECD Revenue Statistics、２０１５・２０２５の予測値は内閣官房試

算値。前者は暦年ベース、後者は年度ベースである。 
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なお、社会保険料負担の増加が企業活動に与える影響を試算する

と、内閣官房の試算のように社会保険料負担が１．５倍に拡大した

場合、多くの業種で生産コストが上昇し、企業の生み出す付加価値

（利益、人件費、利払い費、配当等を合算したもの）に１～１３％

程度の影響が生じる。 

 

特に、輸送機械や電子部品など生産の裾野が広く最終的にコスト

増を負担することになる製造業ほど大きな影響が生じ、その付加価

値の１０％程度の影響が生じる。 

 

このように、社会保険料負担の増加は、国際的な競争に直面する

グローバル製造業に大きな悪影響を及ぼすことに留意する必要があ

る。 
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また、法人所得課税負担では、法人実効税率でみると、我が国は

既に国際的に最も高い水準にあるが、イギリス、韓国は更なる引下

げを予定し、アメリカも引下げを検討中との報道がある。 

 

こうした中、我が国では 2010年 6 月に閣議決定された新成長戦略

において、日本に立地する企業の競争力強化と外資系企業の立地促

進のため、課税ベースの拡大等による財源確保と併せ、税率を主要

国並みに段階的に引き下げる、としており、これに基づいた実効税

率の早期引下げが求められている。 
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さらに、東日本大震災を受け、企業は電力需給の安定性に不安を

持ち、また、国際的に高い電力コストが更に上昇する可能性を懸念

している。電力消費の大きい産業では、電力料金が低い韓国等に移

転する動きがあるとの指摘もある。 

 

 
  

このように、国際的に見ても我が国の企業の社会保険料負担や法

人所得課税負担等は重くなっている上に、震災後の電力問題やサプ

ライチェーン問題で空洞化リスクは一層高まっており、企業にこれ

以上の負担を求めることは難しいと考えられる。 
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（３）従業員負担 

 

従業員や事業者の社会保険料負担の増加は、労働者にも賃金低下

や雇用減尐などの悪影響を及ぼす恐れがある。特に、若年労働者に

その影響が生じやすいと考えられるため、社会保険料負担の増加が

世代間格差を増大させないよう配慮が必要である。 

 

 なお、企業の社会保険料負担が１％増加した場合の雇用の減尐率

に関する実証研究によれば、１９８４～１９９１年までは雇用の減

尐率は０．０４％程度であったが、バブル崩壊以降その影響が拡大

しており、１９９２～２００３年には０．０９％程度となっている。 

 

 こうした実証研究を踏まえると、２００５年時点での雇用者数（約

４８００万人）を前提とすれば、社会保険料負担１％増加によって

約４．５万人の雇用が減尐する恐れがある。 

 

（図表）企業の社会保険料負担が１％増加した場合の雇用の減少率 

0.07 

0.04 

0.09 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

1984～2003 1984～1991 1992～2003

（％）

 
（出所）金明中（2008）「社会保険料の増加が企業の雇用に与える影響の分析」『日本労働研究雑誌』 
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３．具体的な負担のあり方 

 

（１）社会保障財源としての消費税の特徴 

 

社会保障財源としての消費税には、安定性、世代間公平性などの

長所があるとされている。他方、逆進性や事業者の納税事務負担が

生じる点などについては短所があるとの指摘もある。 

 

 

＜消費税の特徴＞ 
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（２）各税目と経済成長との関係 

 

 マクロ経済への影響という面では、基幹税である消費税、所得税、

法人税のそれぞれにおいて同金額を増税した場合、経済成長への影

響を最も小さく抑えることができるのはマクロモデル上では消費税

である一方、法人税の増税が経済成長への影響が大きい。 
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（３）社会保険料負担についての考え方 

 

 従業員や事業者に対する社会保険料負担は、労働者にとって賃金

低下や雇用減尐等の悪影響を及ぼすとともに、企業にとって労働コ

ストや生産コストの上昇につながるため、国際的に見て過度な負担

とならないよう配慮することが重要である。 

 

特に、社会保険料負担の増加の影響を業種別に見ると、国際競争

を行う輸送機械や電子部品などの製造業に相対的に大きな悪影響を

及ぼすため、過度な負担の増大は立地競争力上も問題となる。 

 

また、労働者への悪影響については、特に若年層がそのしわ寄せ

を受けやすいことに留意する必要がある。 

 

他方、先進諸国が社会保険料負担の伸びを抑えようとする中で、

我が国は一貫して社会保険料負担を増加させており、今後も更なる

増加が見込まれていることから、労働者や企業に対する悪影響が懸

念される。 

 

社会保険料負担の過度な増大を回避するためには、社会保険方式

の本来の意義を踏まえ、公的保険の範囲を真に必要な範囲に限定す

ることが重要である。また、公的保険は可能な限り保険原理が働く

範囲に限定し、低所得者に対する所得再配分等の機能は、全世代が

公平に負担する公費によって賄うことが必要である。例えば、年金

における最低所得保障や、医療・介護における低所得者対策は、原

則として公費負担とすべきである。 
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（４）社会保障財源のあり方 

 

社会保障財源を検討するに際しては、給付の重点化を図りつつ、

歳出の不断の見直しを行い、まず財源を捻出することは当然である。

その上で財源が足りないということであれば、社会保険方式の枠内

では給付に見合った社会保険料負担を求める一方、低所得者に対す

る所得再配分等の経費は公費で賄うことが必要である。この公費負

担を賄うためにやむを得ず増税を行う場合には、財源としての安定

性、公平・公正な負担という観点や経済への影響、企業の競争環境

という面を考慮すると、増税の時期・制度設計等については留意し

つつも、消費税を上げることにより、財源の確保を図るべきである。 
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